
1/20～21公社対策特別委員会にて京都市、大阪市

の外郭団体改革の取り組みについて調査しました。

　統廃合や公益法人制度改革への対応、経営健全化

に向けた対応について、その他補助金や貸付金の

見直しや委託のあり方の見直し、市職員の派遣人数

の適正化など今後取り組んでいく必要がある。

　関連３法により、厳しい財政事情の中、今後どの

ガバナンスとソーシャル・キャピタルが公共政策

の有効性を高めるものと期待されている。

ネットワーク・信頼・規範・人的資本として捉え

関心が高まっている。公共政策の立案・実施に

ついては、政府（自治体）に加え、市民、企業

ＮＰＯ等の多様な主体が地域を協力管理する

求められている。

　ソーシャル・キャピタルとは「社会資本」である。

公共政策の分野においては、近年これらは

道路や港湾などハードインフラだけでなく、広く

公共性を大義に競争性が乏しく、公務員の天下り

先とされてきた。今後は、ソーシャル・キャピタル

（社会資本）の有効活用と共にいかに産業政策

やまちづくり分野の政策を行なっていくかが

自治体にとっても外郭団体の改革は急務の課題である。

　外郭団体は、これまで第三セクターとしてつくられ

皆様、いつもありがとうございます。
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